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〇 経 済 産 業 省 令 第    号  
統 計 法 （ 平 成 十 九 年 法 律 第 五 十 三 号 ） 第 五 十 六 条 の 二 の 規 定 に 基 づ き 、 経 済 産 業 省 特 定 業 種 石 油 等 消 費 統

計 調 査 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

令 和   年   月    日                         経 済 産 業 大 臣  名  

経 済 産 業 省 特 定 業 種 石 油 等 消 費 統 計 調 査 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

経 済 産 業 省 特 定 業 種 石 油 等 消 費 統 計 調 査 規 則 （ 昭 和 五 十 五 年 通 商 産 業 省 令 第 三 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。  

次 の 表 の よ う に 改 め る 。  

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改   正   後  改   正   前  
  

（ 調 査 事 項 ）  

第 五 条  石 油 等 消 費 統 計 調 査 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

（ 調 査 事 項 ）  

第 五 条  石 油 等 消 費 統 計 調 査 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る
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事 項 に つ い て 行 う 。  
一 ～ 七  （ 略 ）  

八  法 人 番 号  

 

第 十 二 条 及 び 第 十 三 条  削 除  

 

 

 

 

 

 
事 項 に つ い て 行 う 。  

一 ～ 七  （ 略 ）  

（ 新 設 ）  

 

第 十 二 条  前 条 の 入 力 は 、 産 業 標 準 化 法 （ 昭 和 二 十

四 年 法 律 第 百 八 十 五 号 ） に 基 づ く 日 本 産 業 規 格

（ 以 下 「 日 本 産 業 規 格 」 と い う 。 ） Ｘ 〇 二 〇 八 附

属 書 一 で 規 定 す る 方 式 に 従 つ て し な け れ ば な ら な

い 。  

２  前 条 の 入 力 は 、 日 本 産 業 規 格 Ｘ 〇 二 〇 一 及 び Ｘ

〇 二 〇 八 に 規 定 す る 図 形 文 字 並 び に 日 本 産 業 規 格
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別 表 （ 第 四 条 、 第 六 条 関 係 ）  

調 査 票 の 番

号  

生 産 品 目  調 査 の 範 囲  

第 一 号  パ ル プ ・

紙 ・ 板 紙  

パ ル プ  全 部  

紙  

 

従 事 者 五 十

名 以 上 の も

Ｘ 〇 二 一 一 に 規 定 す る 制 御 文 字 の う ち 「 復 帰 」 及

び 「 改 行 」 を 用 い て し な け れ ば な ら な い 。  

 

第 十 三 条  削 除  

 

別 表 （ 第 五 条 、 第 七 条 、 第 十 一 条 関 係 ）  

調 査 票 の 番

号  

調 査 業 種  生 産 品 目  調 査 の 範 囲  

第 一 号  パ ル プ ・ 紙

工 業  

パ ル プ  

紙  

 

全 部  

従 事 者 五 十

名 以 上 の も
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板 紙  

の  

 

 

 

第 二 号  化 学 工 業 製

品 （ 化 学 繊

維 を 除

く 。 ）  

石 油 化 学 製

品  
ア ン モ ニ ア  

 

 

ア ン モ ニ ア

誘 導 品  

全 部  

 

板 紙  

の  

従 事 者 五 十

名 以 上 の も

の  

第 二 号  化 学 工 業

（ 化 学 繊 維

工 業 を 除

く 。 ）  

石 油 化 学 製

品  

ア ン モ ニ ア

及 び ア ン モ

ニ ア 誘 導 品  

（ 新 設 ）  

 

全 部  
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ソ ー ダ 工 業

製 品  

水 素  

合 成 メ タ ン  

第 三 号  化 学 繊 維  化 学 繊 維  従 事 者 三 十

名 以 上 の も

の  

第 四 号  石 油 製 品  石 油 製 品

（ グ リ ー ス

を 除 く 。 ）  

全 部  

第 五 号  窯 業 製 品 及 セ メ ン ト  全 部  

ソ ー ダ 工 業

製 品  

（ 新 設 ）  

（ 新 設 ）  

第 三 号  化 学 繊 維 工

業  

化 学 繊 維  従 事 者 三 十

名 以 上 の も

の  

第 四 号  石 油 製 品 工

業  

石 油 製 品

（ グ リ ー ス

を 除 く 。 ）  

全 部  

第 五 号  窯 業 製 品 及 セ メ ン ト  全 部  
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び 土 石 製 品  

（ ガ ラ ス 製

品 （ 板 ガ ラ

ス を 除

く 。 ） を 除

く 。 ）  

 

板 ガ ラ ス  

石 灰  従 事 者 三 十

名 以 上 の も

の  

第 六 号  ガ ラ ス 製 品  

（ 板 ガ ラ ス

を 除 く 。 ）  

 

ガ ラ ス 製 品  従 事 者 百 名

以 上 の も の  

び 土 石 製 品

工 業 （ ガ ラ

ス 製 品 工 業

（ 板 ガ ラ ス

工 業 を 除

く 。 ） を 除

く 。 ）  

板 ガ ラ ス  

石 灰  従 事 者 三 十

人 以 上 の も

の  

第 六 号  ガ ラ ス 製 品

工 業 （ 板 ガ

ラ ス 工 業 を

除 く 。 ）  

ガ ラ ス 製 品  従 事 者 百 名

以 上 の も の  
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第 七 号  鉄 鋼  銑 鉄  

フ ェ ロ ア ロ

イ  

粗 鋼  

鋼 半 製 品  

鍛 鋼 品  
鋳 鋼 品  

一 般 普 通 鋼

熱 間 圧 延 鋼

材  

特 殊 鋼 熱 間

全 部  第 七 号  鉄 鋼 業  銑 鉄  

フ ェ ロ ア ロ

イ  

粗 鋼  

鋼 半 製 品  

鍛 鋼 品  

鋳 鋼 品  

一 般 普 通 鋼

熱 間 圧 延 鋼

材  

特 殊 鋼 熱 間

全 部  
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圧 延 鋼 材  

冷 間 仕 上 鋼

材 （ 磨 棒 鋼

及 び 線 類 を

除 く 。 ）  

め っ き 鋼 材

（ 線 類 を 除

く 。 ）  

冷 間 ロ ー ル

成 型 形 鋼  

鋼 管  

圧 延 鋼 材  

冷 間 仕 上 鋼

材 （ 磨 棒 鋼

及 び 線 類 を

除 く 。 ）  

め っ き 鋼 材

（ 線 類 を 除

く 。 ）  

冷 間 ロ ー ル

成 型 形 鋼  

鋼 管  



 

9 

第 八 号  非 鉄 金 属 地

金  

銅  

鉛  

亜 鉛  

ア ル ミ ニ ウ

ム  

全 部  

ア ル ミ ニ ウ

ム 二 次 地 金  

従 事 者 三 十

名 以 上 の も

の  

第 九 号  機 械 器 具  土 木 建 設 機

械  

金 属 工 作 機

経 済 産 業 大

臣 の 指 定 す

る 従 事 者 五

第 八 号  非 鉄 金 属 地

金 工 業  

銅  

鉛  

亜 鉛  

ア ル ミ ニ ウ

ム  

ア ル ミ ニ ウ

ム 二 次 地 金  

全 部  

全 部  

全 部  

全 部  

 

従 事 者 三 十

名 以 上 の も

の  

第 九 号  機 械 工 業  土 木 建 設 機

械  

金 属 工 作 機

経 済 産 業 局

長 の 指 定 す

る 従 事 者 五
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械 及 び 金 属

加 工 機 械  

電 子 部 品  

電 子 管 ・ 半

導 体 素 子 ・

集 積 回 路  
電 子 計 算 機

及 び 情 報 端

末 並 び に 電

子 応 用 装 置  

自 動 車 及 び

百 名 以 上 の

も の  

械 及 び 金 属

加 工 機 械  

電 子 部 品  

電 子 管 ・ 半

導 体 素 子 ・

集 積 回 路  

電 子 計 算 機

及 び 情 報 端

末 並 び に 電

子 応 用 装 置  

自 動 車 及 び

百 名 以 上 の

も の  
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部 品 （ 二 輪

自 動 車 を 含

む 。 ）  
 

部 品 （ 二 輪

自 動 車 を 含

む 。 ）  
 

   

 

附  則  

１  こ の 省 令 は 、 令 和 九 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

２  調 査 の 期 日 が こ の 省 令 の 施 行 の 日 前 に 属 す る 経 済 産 業 省 特 定 業 種 石 油 等 消 費 統 計 調 査 に つ い て は 、 な お

従 前 の 例 に よ る 。  


